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平成３０年第１回若桜町議会定例会（第１号）

招集年月日 平成３０年３月９日

招集の場所 若桜町役場（若桜町議会議場）

開   会 午後１時００分

応 招 議 員

１番 梶 原   明 ６番 小 林   誠

２番 君 野 弘 明 ７番 前 住 孝 行

３番 青 木 一 憲 ８番 山 本 晴 隆

４番 山 根 政 彦 ９番 川 上   守

５番 山 本 安 雄 １０番 中 尾 理 明

不応招議員

出 席 議 員

１番 梶 原   明 ６番 小 林   誠

２番 君 野 弘 明 ７番 前 住 孝 行

３番 青 木 一 憲 ８番 山 本 晴 隆

４番 山 根 政 彦 ９番 川 上   守

５番 山 本 安 雄 １０番 中 尾 理 明

欠 席 議 員

地 方 自 治 法 第

１２１条の規定に

より、説明のため

会議に出席した者

町     長 産業観光課長

副  町  長 産業観光課参事

総 務  課  長 教 育 長

町民福祉課長 教育委員会次長

町土整備課長 教育委員会参事

ふるさと創生課長 税 務 課 長

包括支援センター

所長
会 計 管 理 者



会議の顛末

初議会（３月９日）

議会事務局長（谷口国彦）

事務局長の谷口です。

本定例会は、一般選挙後の初めての議会で

す。

議長が選出されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定によって、出席議員の中で、

年長の議員が臨時に議長の職務を行うことに

なっています。

年長の君野弘明議員をご紹介します。

君野議員、議長席にお着きください。

臨時議長（君野弘明）

ただ今紹介されました君野でございます。

臨時に議長の職務を行います。どうかよろし

くお願いいたします。

ただ今から、平成３０年第１回若桜町議会

定例会を開会します。本日の会議を開きます。

日程第１

「仮議席の指定」を行います。

「仮議席」は、ただ今着席の議席とします。

日程第２

「議長の選挙」を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、投票と指名推薦があります。

いずれの方法がよろしいでしょうか。

議員（中尾理明）

議員必携のとおり、まず選挙が妥当な方法

であるというふうに理解しておりますので、

その方法でよろしくお願いします。

臨時議長（君野弘明）

ただ今、１０番、中尾議員より投票の発言

がありましたので、議長の選挙は投票で行う

こととします。

これにご異議はありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

議長選挙は投票で行うことに決定いたしま

した。

暫時休憩いたします。

午後 １時０５分  休 憩

（休憩中、議場において全員協議会開催。

議長選挙に立候補された方３名（中尾理

明議員、川上守議員、山本晴隆議員）の決

意表明あり）

午後 １時１４分  再 開

臨時議長（君野弘明）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

議場の出入り口を閉めます。

（事務局職員、議場を閉める）

ただ今の出席議員数は、１０人です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に１番、梶原明議員、３番、青木一憲議

員を指名します。

投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。

（事務局職員 投票用紙配布）

投票用紙の「配布漏れ」はありませんか。

（なし）

「配布漏れなし」と認めます。

投票箱を点検します。

（事務局長、投票箱を点検。「異常なし」と

報告）

はい、「異常なし」と認めます。

それでは投票用紙にご記入ください。

（投票用紙記入）

ただ今から投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を読み上げます

ので、順番に投票をお願いいたします。



議会事務局長（谷口国彦）

よろしいですか、それでは順次投票してい

ただきます。議席番号順で行きます。

１番 梶原明議員、前の投票箱に投票お願い

します。３番 青木一憲議員、４番 山根政彦

議員、５番 山本安雄議員、６番 小林誠議員、

７番 前住孝行議員、８番 山本晴隆議員、９

番 川上守議員、１０番 中尾理明議員、最後

に、２番 君野弘明議員。

臨時議長（君野弘明）

「投票漏れ」はありませんか。

（なし）

「投票漏れなし」と認めます。

投票を終わります。

それでは開票を行います。

１番 梶原明議員、３番 青木一憲議員、開

票の立ち会いをお願いします。

（事務局長・職員は、立会人立ち会いのも

と投票箱を開き、開票。投票を点検、整理集

計する）

選挙結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投

票０票です。

有効投票のうち、中尾理明議員１票、川上

守議員７票、山本晴隆議員２票、以上のとお

りでございます。

選挙の法定得票数は３票です。

したがって、川上守議員が議長に当選され

ました。

議場の出入り口を開きます。

（事務局職員、議場の出入り口を開く）

ただ今、議長に当選されました川上守議員

が議場におられます。会議規則第３３条第２

項の規定によって、当選の告知をします。

当選人、川上守議員の発言を求めます。

川上守議員。

議長（川上守）

はい。謹んでお受けいたします。若桜町議

会発展のため、また、若桜町発展のために、

しっかりとがんばってまいります。なにとぞ、

よろしくお願いいたします。

臨時議長（君野弘明）

川上守議長、議長席にお着き願います。

以上で、私の任務はすべて終了しました。

ご協力ありがとうございました。

（川上議長、議長席に着く）

議長（川上守）

それでは、暫時休憩に入ります。

  午後 １時２７分  休 憩

  （議席の移動、全員協議会）

午後 １時４７分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

「日程の追加」についてお諮りいたします。

お手元に配布のとおり、日程第１から日程

第９まで、日程に追加したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、日程第１から日程第９までを

日程に追加することを決定しました。

追加日程第１

「議席の指定」を行います。

議席は議会規則第４条第１項の規定により、

ただ今着席のとおりと指定します。

追加日程第２

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の議事録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において、１

番 梶原明議員、２番 君野弘明議員を指名し

ます。

追加日程第３



「会期の決定」について、を議題といたし

ます。

お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日から３月２３日

までの１５日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から３月２３日ま

での１５日間と決定しました。

追加日程第４

副議長の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、投票と指名推薦の方法があ

ります。

いずれの方法がよいでしょうか、お諮りい

たします。

議員（前住孝行）

はい、投票で。

議長（川上守）

ただ今、７番 前住議員より投票の発言があ

りましたので、副議長の選挙は投票で行うこ

ととします。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

副議長選挙は、投票で行うことに決定いた

しました。

それでは暫時休憩をいたします。

午前 １時４９分  休 憩

（休憩中、議場において全員協議会開催。

副議長に立候補者された方２名（中尾理明

議員、前住孝行議員）の決意表明あり）

午後 １時５３分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

議場の出入り口を閉めます。

（事務局職員、議場を閉める）

ただ今の出席議員数は、１０人です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に、４番 山根政彦議員、５番 山本安雄

議員を指名いたします。

投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。

投票は、単記無記名です。

（事務局職員投票用紙の配布）

投票用紙の「配布漏れ」はありませんか。

（なし）

「配布漏れなし」と認めます。

投票箱を点検します。

（事務局長、投票箱を点検。「異常なし」と

報告）

「異常なし」と認めます。

それでは、投票用紙にご記入ください。

（投票用紙記入）

ただ今から投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を読み上げます

ので、順番に投票をお願いします。

議会事務局長（谷口国彦）

それでは順次投票をしていただきます。

１番 梶原明議員、２番 君野弘明議員、３番

青木一憲議員、４番 山根政彦議員、５番 山

本安雄議員、６番 小林誠議員、７番 前住孝

行議員、８番 山本晴隆議員、９番 中尾理明

議員、１０番 川上守議員。

議長（川上守）

投票漏れはありませんか。

（なし）

「投票漏れなし」と認めます。

投票を終わります。



これより、開票を行います。

４番 山根政彦議員、５番 山本安雄議員、

開票の立ち会いをお願いいたします。

（事務局長・職員は、立会人立ち会いのも

と投票箱を開き、開票。投票を点検、整理集

計する）

選挙の結果を報告します。

得票総数１０票。

有効得票数１０票、無効投票数０。

有効投票のうち、中尾理明議員２票、前住

孝行議員７票、小林誠議員１票。

以上のとおりであります。

この選挙の法定得票数は、３票です。

したがって、前住孝行議員が副議長に当選

されました。

議場の出入り口を開きます。

（事務局職員、議場の出入り口を開く）

ただ今、副議長に当選されました前住孝行

議員が議場におられます。

会議規則第３３条第２項の規定により、当

選の告知をいたします。

当選人、前住孝行議員の発言を求めます。

副議長（前住孝行）

はい、ありがとうございました。しっかり、

先ほど言わせていただきました決意表明のと

おり、やっていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

議長（川上守）

追加日程第５

議席の一部変更を行います。

先ほど行われました「副議長の選挙」に伴

い、会議規則第４条第３項の規定により、議

席の一部変更をいたします。

前住孝行議員の議席を９番に、中尾理明議

員の議席を８番に、山本晴隆議員の議席を７

番に変更いたします。

暫時休憩いたします。

  午後 ２時００分  休 憩

  午後 ４時０５分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

追加日程第６

常任委員会委員の選任を行います。

お諮りします。

常任委員の選任につきましては、委員会条

例第６条第４項の規定により、山本晴隆議員、

前住孝行議員、小林誠議員、山本安雄議員、

君野弘明議員の５名を総務産業常任委員に、

青木一憲議員、山根政彦議員、中尾理明議員、

川上守議員、梶原明議員の５名を教育民生常

任委員にそれぞれ指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただ今指名しました議員をそ

れぞれの常任委員会の委員に選任することに

決定しました。

追加日程第７

議会運営委員会委員の選任を行います。

お諮りします。

議会運営委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第６条第４項の規定により、山本

晴隆議員、前住孝行議員、青木一憲議員、山

根政彦議員を議会運営委員にそれぞれ指名し

たいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただ今指名しました議員を議

会運営委員に選任することに決定しました。

追加日程第８

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙を行います。

お諮りします。



選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推薦にし

たいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推薦で行う

ことに決定しました。

お諮りします。

指名の方法については、議長が指名するこ

とにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定を

しました。

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員に

前住孝行議員を指名します。

お諮りします。

ただ今、議長が指名しました前住議員を、

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただ今指名いたしました前住

孝行議員が、鳥取県後期高齢者医療広域連合

議会議員に当選されました。

前住孝行議員が議場におられますので、会

議規則第３３条第２項の規定により当選の告

知をします。

当選人、前住議員の発言を求めます。

議員（前住孝行）

はい。しっかりとやりたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

議長（川上守）

追加日程第９の案件は、私自身に関わりを

持つことから、副議長において会議を進めて

いただきます。

（副議長と交代し、議長は１０番へ移動）

副議長（前住孝行）

追加日程第９

鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の選

挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推薦にし

たいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は、指名推薦で行

うことに決定いたしました。

お諮りします。

指名の方法については、副議長が指名する

ことにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、副議長が指名をすることに決

定しました。

鳥取県東部広域行政管理組合議会議員に川

上守議員を指名します。

お諮りします。

ただ今、副議長が指名しました川上守議員

を、鳥取県東部広域行政管理組合議会議員の

当選人と定めることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、川上守議員が鳥取県東部広域

行政管理組合議会議員に当選されました。

川上守議員が議場におられますので、会議

規則第３３条第２項の規定によって当選の告

知をします。

当選人川上守議員の発言を求めます。

議員（川上守）

謹んでお受けいたします。頑張ってきます、



よろしくお願いいたします。

副議長（前住孝行）

それでは、議長に交替いたします。

（議長へ交代）

議長（川上守）

以上で、本日の日程は全部終了いたしまし

た。

本日はこれで散会いたします。

どうもご苦労さまでした。

  午後 ４時１３分  散 会


